
徳
島
県
規
則
第
十
三
号

旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

旅
館
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
七
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
様
式
第
一
号
中
「禁

錮
」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

⑴
旅
館
業
の
施
設
の
構
造
設
備
を
明
ら
か
に
し
た
平
面
図
及
び
立
面
図

⑵
旅
館
業
の
施
設
の
設
置
場
所
の
周
囲
お
お
む
ね
２
０
０
メ

ート
ル
の
区
域
内
の
見
取
図

（お

お
む
ね
１
０
０
メ

ート
ル
の
区
域
内
に
学
校
保
育
所

博
物
館
等
が
あ
る
場
合
に
は

そ
の

、
、

、

施
設
と
の
距
離
を
明
示
す
る
こ
と

）
。

⑶
法
人
に
あ
つ
て
は

定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し
及
び
登
記
事
項
証
明
書

（設
立
の
登
記
を

、

必
要
と
す
る
法
人
に
限
る

）

。

様
式
第
一
号
の
二
中
「禁

錮

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

「

「

年
月

日
第

号
年

月

様
式
第
二
号
中

を
」

日
第

号

に
、
「禁

錮

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次

」

の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

⑴
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
旅
館
業

を
承
継
す
る
法
人
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し
及
び
業
務
を
行
う
役
員
の
名
簿

⑵
旅
館
業
の
施
設
の
設
置
場
所
の
周
囲
お
お
む
ね
２
０
０
メ

ート
ル
の
区
域
内
の
見
取
図

（お

お
む
ね
１
０
０
メ

ート
ル
の
区
域
内
に
学
校
保
育
所

博
物
館
等
が
あ
る
場
合
に
は

そ
の

、
、

、

施
設
と
の
距
離
を
明
示
す
る
こ
と

）

。

様
式
第
三
号
中
「禁

錮

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



備
考

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

⑴
戸
籍
謄
本
又
は
不
動
産
登
記
規
則

（平
成
１
７
年
法
務
省
令
第
１
８
号

）第
２
４
７
条
第
５

項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

⑵
相
続
人
が
２
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て

そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
営
業
者
の
地
位
を
承

、

継
す
べ
き
相
続
人
と
し
て
選
定
さ
れ
た
者
に
あ
つ
て
は

そ
の
全
員
の
同
意
書

、

⑶
旅
館
業
の
施
設
の
設
置
場
所
の
周
囲
お
お
む
ね
２
０
０
メ

ート
ル
の
区
域
内
の
見
取
図

（お

お
む
ね
１
０
０
メ

ート
ル
の
区
域
内
に
学
校

保
育
所

博
物
館
等
が
あ
る
場
合
に
は

そ
の

、
、

、

施
設
と
の
距
離
を
明
示
す
る
こ
と

）

。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
一
号
の
改
正
規
定
（
「禁

錮

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
様
式
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「禁

錮

」
を
「拘

禁
刑

」

に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
様
式
第
三
号
の
改
正
規
定
（
「禁

錮

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
部
分

を
除
く
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


